
 

Commission for the Conservation of 
Southern Bluefin Tuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 6 回年次会合報告書 
（第 2 部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 年 3 月 21－23 日 
オーストラリア、キャンベラ 



 1

第６回年次会合報告 

（第２部） 

２０００年３月２１日ー２３日 

 

 

議題１：開会 

 

１．１ 議題の採択。 

 

１．ピーター・ユイル議長（オーストラリア）が開会を宣言し、オーストラリア、日本、

ニュージーランドの加盟国代表団及び韓国、南アフリカ共和国、台湾のオブザーバー

を歓迎した。議長は、ハリー、ハウスクネヒト両氏がＣＣＡＭＬＲの代表として参加

していると述べた。 

 

２．合意された議題と参加者リストはそれぞれ別紙Ａ及びＢに記載されている。 

 

３．議長は、オブザーバーに対し、議事進行中に適宜、個別問題についての発言を行うよ

う求めた。 

 

１．２ オープニングステートメント 

 

４．オーストラリア、日本、ニュージーランド、韓国、南アフリカ、台湾のオープニング

ステートメントが別紙Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈに記載されている。 

 

 

議題２：非加盟国との関係。 

 

２．１ インドネシア、韓国、南アフリカ、台湾 

 

５．オーストラリアとニュージーランドは、ミナミマグロを漁獲している非加盟国の加盟

もしくは公式の協力を確保することの重要性に留意し、主要非加盟国との交渉を緊急

に進めたいとの希望を表明した。オーストラリアとニュージーランドは、非加盟国が

自らの国際義務について、また、ＣＣＳＢＴ加盟国が実施した割当量削減と継続的規

制措置を検討に入れる必要について、非加盟国の注意を喚起したと述べた。両国は、

韓国と台湾が、自国の漁獲制限で自発的に協力的措置をとったことを認めた。ニュー

ジーランドは、委員会が協力を得るために取った措置の結果、枯渇したミナミマグロ

の漁業に無規制のアクセスはもはやないと述べた。 

 

６．日本は、委員会の最後の会合以来、同国は、委員会へ加盟するよう説得するため、韓

国とさらなる二国間協議を行い、その最終協議で、委員会の申し出を受け入れるよう

促したと述べた。 

 

７．韓国は、割当量１５００トンが韓国の漁獲をより正確に反映しているとの自国の立場

に言及し、割当量１０００トンを提示した委員会がとった立場を遺憾に思うと述べた。

韓国はまた１０００トンの割当量は１９９６年から１９９８年までの自国漁獲量を下

回っていると述べ、現在の不況下では、１５００トン以下のいかなる削減も、さらな

る経済的圧迫要因となると述べた。韓国は１０００トンが要請された時に、自国政府

担当者は、自国船団の現在の漁獲レベルについて承知していなかったと説明した。最

近の漁獲データでは、漁獲量は２０００トン台になり、したがって、同国の見解では、
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１５００トンの割当量が妥当である。韓国は、同国が１０００トンの割当量を提案し

た後の漁獲量の増加は、自国割当を増やすという意図で行われたものでなく、１９９

７年に通貨ウォンの下落が原因であったと述べた。 

 

８．インドネシアについて、オーストラリアはインドネシア・オーストラリア漁業ワーク

ショップで、最近インドネシアの政府関係者との間で前向きの会合が行われたと述べ

た。ミナミマグロ問題の討議は、インドネシアのミナミマグロ漁獲量、漁獲がインド

ネシア２００海里内で行われているか、船舶の規模、また漁獲対象種として漁獲され

るのか、それとも混獲種として漁獲されるのかという問題に関するものであった。ま

たオーストラリアは、インドネシアが混獲のレベルを最小限にとどめる方式を検討で

きるよう、産卵期間、産卵水域及び水深に関する情報収集での支援を要請したと述べ

た。 

 

９．オーストラリアはまた、ミナミマグロは小型延縄漁船によりインドネシアの２００海

里水域で主に混獲されていると指摘した。（オーストラリアの科学文書には、より詳細

な記述がある。）。漁獲量については、インドネシア業界の１５０トンという推定から

インドネシア政府の８００－８５０トン、オーストラリアの科学者の２５００トンま

で、多種多様な推定があった。オーストラリアによれば、インドネシアは将来委員会

に加盟する関心があるとの表明をしたが、同国は産卵水域での漁獲削減への補償及び

加盟国分担金のレベルについて懸念を抱いている。また、港での標本採取を通じて行

われるインドネシアの漁獲量のモニタリングに関して若干の懸念があった。オースト

ラリアと日本はインドネシアでの政府標本採取計画について共同作業をすることに関

心を示した。日本は、ＩＯＴＣで、いっそう詳細なデータ提供を目指したポート・サ

ンプリンの実施が決定されているため、インドネシアのミナミマグロ漁獲に関する情

報の改善において、ＩＯＴＣと連絡をとるよう、オーストラリアに強く求めた。オー

ストラリアは、ＩＯＴＣとは連絡をとっていると述べ、産卵水域における早期の調査

は特に有用であるとの考えを示した。 

 

２．２ 行動計画 

 

１０．１１月に行われた第 6 回年次会合（第 1 部）報告書の別紙Ｌである行動計画案が検

討された。日本は、輸出モニタリング、便宜置籍船（ＦＯＣ）操業者からのマグロ

輸入を排除する商社への協力要請、原産国のラベリング表示を通じた消費者の意識

の向上など、非加盟国及びＦＯＣ船の漁獲の問題に対処するためのいくつかの措置

を講じたと述べた。 

 

１１．ＦＯＣ船との関係で、ＩＣＣＡＴがＦＯＣ国に対してクロマグロに関する貿易制限

などを導入しており、また、ＩＣＣＡＴとＩＯＴＣが締約国の輸入業者にＦＯＣ船

が漁獲したマグロの輸入を控えることを強く促す決議を採択したことが留意された。

日本は、行動計画で言及された手続きに従って、協力に向けた措置をなんらとって

いない非加盟国の特定を討議するためのＣＣＳＢＴの特別会合を６月に開催するこ

とを提案した。 

 

１２．韓国は、自国業界に極端な負担となるとの理由で懸念を再度表明した。同国はまた

割当量に関する交渉が継続しており、韓国が自発的に漁獲を抑制するための措置を

とってきたことから、行動計画に規定された措置を取るのは時期尚早であるとの懸

念を表明した。さらに、同国は、この行動は、ＵＮＣＬＯＳの規約を越えて非加盟

国に義務付けを行う試みであると考えた。委員会加盟国は、今次会合の会期中また

その後に、韓国と交渉を続ける意思があることを韓国に伝えた。 
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１３．加盟国は、行動計画に効力を与える決議に合意した（別紙Ⅰ）。そうすることで、加

盟国は、決議の下で特定の行動がとられる前に、明確な実施手続を加盟国間で合意

する必要があることを認識した。行動計画の諸側面を実施するにあたり、オースト

ラリアとニュージーランドは、いかなる提案された措置も、国際法の下での加盟国

の責務、特に、ＷＴＯ条約の下での責務と合致することを確保することの重要性を

強調した。 

 

１４．議長は、同決議が、委員会に協力する非加盟国に向けたものでないこと、また非加

盟国との交渉を台無しにすることを意図するものでないと述べた。同決議は、委員

会の管理取り決めの効果を減殺するような活動を行っている非加盟国や船の操業に

対処することを目的としている。同決議はまた、非加盟国が委員会に加盟するか、

管理上の取り決めに協力するよう促すことを目的としている。韓国は、委員会内で

ＴＡＣの合意ができない中で、この方式をとるのは時期尚早だとの懸念を表明した。 

 

１５．日本は、加盟国による検討のために、決議本文の第１パラに従って、非加盟国に送

付する書簡の文案を作成することを申し出た。 

 

 

議題３：貿易情報スキームの実施 

 

１６．委員会は、ＣＣＳＢＴ６（１）での、若干の手続き上の取り決めに従って、貿易情

報スキームが承認されたことを確認した。事務局長は、過去５年の間にミナミマグ

ロの対日輸出を行ったと日本によって確認された非加盟国及び他の関連の国際漁業

委員会に、同会合で承認されたスキームの詳細を送付したと述べた。同制度は広く

公布されたが、今日まで、ただ確認の取り決めに関する情報を提供したのは中国だ

けであることが言及された。 

 

１７．会期中、韓国と台湾は、統計証明を確認するための捺印・署名のサンプルを提供し

た。 

 

１８．台湾は、同制度が開始する６月１日に合せることができるかについて、ＣＣＳＢＴ

６（１）で、ある程度の態度留保を行ったが、その取り決めが６月１日までに整う

と確認したと述べた。 

 

１９．ニュージーランドは、認可を受ける署名者の氏名と文書確認のための捺印を近く事

務局に提出すると述べた。オーストラリアは、必要な文書も近く提供されると述べ、

マグロ蓄養場から輸出される製品に対応するため、統計証明書に若干のマイナーな

修正を求めた。オーストラリアはまた同制度導入の国内での取り決めが終り、オー

ストラリア関税局に導入に関する通知を行ったと述べた。オーストラリアは、ＴＩ

Ｓへの全加盟国の全面的参加が極めて重要であると考えた。このため、日本が同制

度に全面的に参加し、他の締約国が提供することを期待されている国内漁獲に関す

る同レベルの情報を提供することが重要である。 

 

２０．日本は、事務局が生データを受理し、処理することが提案されたが、輸入国が生デ

ータを処理し、その後、データ保持のために事務局に転送するほうが、より適切だ

というのが日本の見解であると述べた。討議の後に、締約国は、事務局がデータを

編纂し、データベースを維持する責任をもつべきことを確認した。日本はまた、ス

キームに関する関連国内規則の修正における進展、また同制度に関連する情報の業
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界及び関連商業団体への幅広い普及について言及した。 

 

２１．加盟国は、同制度の運営上の取り決めの改定案、及び会合の終了までに最終的に決

定を行うとのオーストラリアの要請について討議した。加盟国は、最終的に決定さ

れた「ミナミマグロの統計証明計画」について合意した（別紙Ｊ）。 

 

議題４：事務局の作業計画 

 

４．１ 会合の予定 

 

２２．加盟国は、会合予定の策定のための取り決めが十分ではなかった、また、会合の日

程が十分な準備及び外部科学者の効果的参加を可能にするために、十分事前に設定

されるよう、固定された年間の日程を設定する必要があると考えた。加盟国は、委

員会の優先順位と、これらの優先順位と合致した会合の論理的つながり、またタイ

ミングを決定することが重要だと考えた。オーストラリアとニュージーランドは、

委員会による管理決定のための改善された原理原則を提示する管理戦略ワークショ

ップ（ＭＳＷＳ）の前に、外部科学者パネルを含めて、科学的評価プロセス改善の

ための基礎を提供するため、科学的評価プロセスワークショップ（ＳＡＰＷＳ）を

召集することの重要性を強調した。日本はＳＡＰＷＳ/ＭＳＷＳの重要性について同

じ見解をもった。日本は、同国の当初の提案がＳＡＰＷＳ/ＭＳＷＳを３月末に開催

することであった点、さらに、現在の提案が４月末に開催することである点に言及

し、委員会が２００１年の総許容漁獲量（ＴＡＣ）を設定できるよう、委員会の科

学プロセス機能をできるかぎり迅速に回復するために、ＳＡＰＷＳをできるかぎり

早期に行うことの重要性を特に強調した。日本は、２０００年１１月末までに２０

０１年のＴＡＣを設定するための会合日程に関する自国の見解を説明した。この日

程には、行動計画に従って非協力的非加盟国の特定について討議するための特別会

合、2000 年ＥＦＰの計画を討議するための調査漁獲計画作業部会及び 2000 年ＥＦＰ

を採択するための委員会特別会合の二つの会合が含まれた。ニュージーランドは、

最終会合が１９９８年に行われたことから生態系関連種作業部会の会合を２０００

年に開催することを提案した。日本は、他の会合の優先順位が高く、２００１年に

ＥＲＳ会合を予定することがより適切だと考えた。 

 

２３．加盟国は、５月２２日、５月２９日の週に、それぞれＳＡＰＷＳとＭＳＷＳを開催

することで合意した。これらの会合後の日程は、閉会期間中に加盟国間で討議され

る。 

 

４．２ データ管理の取り決め 

 

４．２．１ 貿易情報スキーム 

 

２４．ミナミマグロの漁獲と貿易に関する情報の質を向上させるための努力の一環として、

委員会は、国際的に取引されるミナミマグロに承認された文書を添付することを義

務付ける貿易情報スキーム（ＴＩＳ）を実施するつもりである。委員会締約国は、

委員会の保存・管理措置が害されることなく、透明性があり、その国際的責務と合

致するために、ＴＩＳ及びその後の措置が確実に実行されることを望んでいる。 

 

２５．締約国は、機密性に関する要件と合致する透明性を確保する目的で、それぞれの監

視制度に関する情報を共有することを望む。この目的に向けて、締約国は、最小限

の基準として集計した漁獲努力量データ、漁獲の監視、自国船の水揚げ量、船上非
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保持の慣行、オブザーバー計画の利用、許可制度、その他遵守制度の関連事項の提

供を義務付けるそれぞれの制度に関する情報を交換することになっている。 

 

２６．締約国は、ＣＣＳＢＴ６（２）の後の委員会会合で、締約国の遵守の取り決めや、

委員会の保存･管理措置の効果を減殺するような仕方でミナミマグロを漁獲してき

た非加盟国の活動についての適切な討議の場を提供するために適切な遵守委員会の

設置について討議すること決定した。（事務局メモ：ＣＣＳＢＴ４（１）の報告は「委

員会は、遵守委員会の付託事項（ＴＯＲ）の草案を採択した」と述べている（別紙

Ｋ）。） 

 

４．２．２漁業データ 

 

２７．加盟国は、他の地域漁業管理機関との情報交換、一般への情報提供、貿易情報スキ

ームのモニター、加盟国及び外部科学者の双方への資源評価データを提供する目的

のためのデータベースを確立することで合意した。加盟国はまたデータベース管理

者を雇用することで合意した。データベースの迅速な導入を可能にするために、加

盟国は、データベースとデータベース管理者の付託事項、データベース・フォーマ

ットとデータ機密保持の要件について集中的に討議した。閉会期間中に論じられる

これらの問題の草案は別紙に記載（別紙Ｋ）。 

 

 

議題５：科学計画 

 

５．１ 科学委員会・ＳＡＧ議長及び諮問パネルの選出 

 

２８．加盟国は、ＳＡＧ及び科学委員会の議長及び諮問部会の委員に選ばれた外部科学者

の以下のリストを確認した。 

 

科学委員会議長：アンドリュー・ペニー 

ＳＡＧ議長：ジョン・アナラ 

諮問パネルメンバー：リック・デリソ、アナ・パルマ、ジム・アイアネリ、 

            レイ・ヒルボーン 

 

２９．全加盟国は、外部科学者のリストについて合意し、可能なかぎり迅速に、科学的問

題の検討を進める必要性を強調した。諮問パネルのメンバーに選ばれた者のうち１

人が資源評価プロセスワークショップに出席できないことになっているので、事務

局長は、できるだけ早く彼の出席可能性を明確にし、結果を加盟国に報告するよう

要請されたことが言及された。オーストラリアは、彼の出席の可能性が小さいのな

ら、加盟国が代理/代替メンバーを選ぶことを考えるべきだとの見解を表明した。締

約国は、ＳＡＰＷＳを遅らせるべきでないが、諮問パネルの追加メンバーをＣＣＳ

ＢＴ６（２）の後にできるだけ早く選ぶことで合意した。追加メンバーが選ばれた

後でさえ、当初のメンバーは諮問パネルのメンバーであり続け、パネルの活動に召

集される。 

 

５．２ ワークショップ 

 

５．２．１ ピュアレビューワークショップの報告 

 

３０．別紙のとおり、第１回及び第２回のピュアレビューワークショップの報告が採択さ
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れた（別紙Ｌ及びＭ）。 

 

５．２．２資源評価プロセス・ワークショップのための取り決め 

 

３１．加盟国は、日本で２０００年５月２２日からＳＡＰＷＳを開催することに同意した。

ワークショップの付託事項と議題は、加盟国の間で閉会期間中に最終化される。 

 

５．２．３ 管理戦略ワークショップのための取り決め 

 

３２．加盟国は、２０００年５月２９日から日本でＭＳＷＳを開催することで合意した。

ワークショップの付託事項と議題は、加盟国の間で閉会期間中に最終化される。 

 

５．３ 科学調査計画 

 

５．３．１ 調査漁獲計画 

 

３３．日本は、ＵＮＣＬＯＳ附属書ＶⅠⅠの下での仲裁に関する日本の立場を害すること

なく、文書ＣＣＳＢＴ/０００３/２０（別紙Ｎ）、共同調査漁獲計画（ＥＦＰ）案を

配布した。同文書には作業部会の設立が含まれた。同作業部会には、共同ＥＦＰ計

画を円滑に進めるために、諮問パネルの外部科学者が含まれる。同文書は会合前に

配布されなかったため、日本は、より詳細な検討のために、会期外または次回会合

での一般的見解を求めた。 

 

３４．議長は、実質的討議を行うために、文書は会合の２週間前に提出しなくてはならな

いとのとの「２週間規則」を各代表団長が再確認したことに留意した。 

 

３５．日本は、同提案の目的は、委員会加盟国の間で資源評価における見解の相違を解決

することにあると述べた。日本提案は、昨年のＥＦＰＷＧにおけるＥＦＰの３年間

（１９９９-２００１）の継続期間に関する、締約国間のコンセンサスに基づくもの

である。同計画を設定し、進展させるために、日本は、諮問パネルと協議の上、委

員会の加盟国間の協議及びコンセンサスを通じ、その計画を設定することを提案し

た。2000 年ＥＦＰの計画に十分な時間を確保するために、日本はＥＦＰ作業部会が

直ちに共同ＥＦＰの討議を開始することを提案した。日本は、５月下旬に行われる

管理戦略ワークショップの間に、時間を割り当てることで、２０００年に共同ＥＦ

Ｐ計画に関する討議を開始することが実際的な方策であるとの提案を行った。 

 

３６．同提案の下では、共同ＥＦＰは、２０００年８月に始まり、２０００年と２００１

年の間に実施される。日本は、先の計画がミナミマグロ資源に影響を与えたとは考

えないと述べたが、コンセンサスを達成するため、また、協力と妥協の精神でオー

ストラリアとニュージーランドの立場を考慮に入れるために、年間１５００トンの

上限を設ける。やむを得ずこの上限を超過した場合、ＥＦＰの計画を遵守し、デー

タの科学的信頼度を確保するために、超過分を計画参加国の次年度の国別割当から

差し引くことが提案された。 

 

３７．日本は他の締約国からの意見を歓迎し、修正提案の策定にあたり当該意見を考慮す

る用意があると述べた。 

 

３８．オーストラリアとニュージーランドは同提案について日本に感謝を述べ、それを検

討する時間がなかったため、委員会の次回会合で意見を提供する目的で、閉会期間
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中に検討を行うと述べた。その理解に立って、また、現在の「付属書ＶⅠⅠ仲裁」

におけるオーストラリアとニュージーランドの立場の権利を害せずに、以下の初め

の意見が表明された。 

 

３９．オーストラリアは、日本の見解とは反対に、現在のミナミマグロ資源の状態につい

て、委員会加盟国には、なんら現実の相違はないと考えるていると述べた。オース

トラリアはまた、自国の見解では、資源が歴史的に低いレベルにあり、いまだ重大

な生物学的懸念の根拠があることは、委員会の全加盟国が認めていると考えると述

べた。オーストラリアは、日本との見解の不一致は資源の将来予測に関連するもの

であり、日本が主張するようなＣＰＵＥデータだけでは用意に見解の相違が解決で

きないと、日本に対して述べた。さらに、解決はきわめて重要であり、オーストラ

リア・ニュージーランドの予測と日本の予測の間のより大きな見解の相違の原因と

なっている、資源評価における他の不確実性があると指摘した。 

 

４０．さらに、オーストラリアは、適切に構築されたミナミマグロの科学的調査計画の必

要性を強調し、当該計画を開発する上で、検討すべき一つの要素は、小規模な科学

的に有効なＥＦＰであると述べた。オーストラリアは、ＥＦＰを検討する上で、重

量が唯一の問題ではないと説明した。ＥＦＰは、適切に設計すべきで、実際に商業

漁業の延長線上のものとすべきでないと確信させられる必要がある。発言を締めく

くるにあたり、オーストラリアは、ミナミマグロ調査計画のための将来の可能な調

査活動（「ＳＢＴＲＰ」）と題するオーストラリアの文書に記述されている科学的調

査提案を、オープンな姿勢で、検討するよう日本を強く促した。 

 

４１．ニュージーランドは、詳細な意見を表明する十分な時間がないが、合理的な科学調

査を通じミナミマグロ資源に関する知識を増やすことを支持すると述べ、不確実性

解決への決意を再度表明した。ニュージーランドは、日本のＥＦＰ提案がこの目的

を達成する最も効果的な方法ではないのではないかと述べた。ニュージーランドは、

ＥＦＰの検討に集中し、一連のＥＦＰ会合を押し付けていることが科学プロセスを

再設定することに向けた締約国の作業を危険にさらしているとの重大な懸念を述べ

た。ニュージーランドは、加盟国の科学者と諮問パネルが、委員会のために、管理

決定のために用いる新しい評価を策定することを可能にするために、そのプロセス

に必要な財源を割り当てる所存だと述べた。 

 

４２．日本は、オーストラリアとニュージーランドの意見に感謝した。同国の見解では、

ＣＰＵＥデータの解釈はミナミマグロの資源評価をめぐる最大の不確実性要因であ

り、現在の資源評価と将来の回復予測についての締約国間の見解の相違につながっ

たことを全加盟国が合意していると回答した。日本はさらに、全加盟国がまた、こ

の分野での不確実性を解決するための手段をとるべきことに同意した。日本は、オ

ーストラリアとニュージーランドが直ちに見解を変えることを期待していないが、

適当な短期間に進展が見られることを希望すると述べた。この提案が２０００年の

科学的作業のプロセスを危険にさらしたというニュージーランドの意見に関し、日

本は資源評価プロセスの正常化を支援するとの同提案における自国の趣旨をさらに

説明した。日本はまた、将来の科学的議題に関するオーストラリア提案の要素のい

くつかが、１９９８年と１９９９年のＥＦＰに含められていたこと、また、ＥＦＰ

を通して集められたデータはＣＰＵＥ分析に必要であるため、ＥＦＰがオーストラ

リアの議題案にも含められるべきであると述べた。日本の文書は、さらなる検討の

ために委員会加盟国のもとに留められた。 
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５．３．２ その他 

 

４３．オーストラリアは、「ミナミマグロ調査計画のための将来の可能な調査活動」（「Ｓ

ＢＴＲＰ」）と題する文書ＣＣＳＢＴ/０００３/１３を配布し、同文書の概要を説明

した。オーストラリアは、同文書の目的は、主要な不確実性を引き下げ、ミナミマ

グロに関する科学的助言のための根拠を改善することに焦点を合わせ、ミナミマグ

ロの科学的調査の統合された計画の設定に関する論議を促進することであると説明

した。オーストラリアは、同文書は、当該計画の下で実施できる可能性のある現行

及び将来の調査活動のリストを示すものであると述べた。また、この文書は会合の

２週前に配布されなかったと述べ、閉会期間中に、あるいは次回の適切な会合で、

より詳細に、文書内に含まれる事項について討議を行いたいと述べた。 

 

４４．日本は、オーストラリア提案が配布されたことに感謝し、それに関する予備的意見

を行った。科学的プロセスの正常化に向けて迅速な進展を遂げるために、日本は、

可能な調査計画のリストを作成するだけでなく、可能性がある調査計画間で優先順

位付けが必要だと考えた。日本は、産卵水域に関する調査案とは別に、オーストラ

リア提案が、共同ＥＦＰなどのミナミマグロの漁獲に関る調査を何ら含んでいない

と指摘した。また、適切に規制された漁獲を伴う調査活動は、合理的な漁業管理の

重要な要素として広く認められていると述べた。さらに、日本は、後の段階で適切

な場合には、一連の調査の必要性と同じく、長・短期調査計画両方の設定に関する

自国の見解を喜んで提示する旨述べた。 

 

４５．日本の所見に応えて、オーストラリアは自国の文書は、現在の見解の不一致の一部

に対処し、加盟国が科学調査に向けて建設的方策を見出すのを支援する選択肢を委

員会に与えるために、誠意をもって、提出されたと述べた。オーストラリアは、日

本が、同文書に関する所見で、ＥＦＰの問題にだけ焦点を合わせることを選んだこ

とに失望を表明した。オーストラリアは、より広く、統合された科学的計画に含め

られ得る、開かれた考え方に立った調査活動を検討するよう強く日本を促した。オ

ーストラリアは、文書に含まれた将来可能な調査活動のリストがミナミマグロの極

度に枯渇した状態や、資源の更なる悪化を防止する必要性を考慮して策定されたこ

とを明確にした。オーストラリアはまた、可能な調査活動のリストは、網羅的なも

のでなく、討議を進めるために提出されたと述べた。オーストラリアの文書は今後

の討議のために委員会加盟国のもとに留められた。ニュージーランドは、オースト

ラリア提案で概説された方式を提案した。同提案中には、少なくとも資源の評価に

おける不確実性を引き下げるための最も効果的な手段を決定するために、評価され

得るいくつかの可能な方策が記述されている。 

 

 

議題６：総許容漁獲量と国別割当 

 

４６．日本は、最新の利用可能な資源評価に基づき、既に加盟国に割り当てられた枠に加

え３０００トン追加すると伴に、非加盟国の漁獲をカバーする要素を含める形でＴ

ＡＣを設定すべきとする、前回会合で述べた立場を繰り返し表明した。日本は、委

員会の機能を回復するために、２００１年のＴＡＣの設定を強く求めた。それは、

科学委員会と委員会の会合が、この予定に見合うように２０００年に開催されるこ

とが求められるものである。日本はまた、全加盟国がこの目標を達成するために、

あらゆる努力を払うべきだと述べた。 

 

４７．オーストラリアは、第一回会合でＴＡＣに対する自国の立場を既に述べたため、そ
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の発言に戻ることを望まないと述べた。しかしながら、オーストラリアはこれが重

大な分野であり、可能なら、２００１年のＴＡＣについて合意することが重要だと

述べた。 

 

４８．ニュージーランドは、委員会が新しいＴＡＣを決定できるようになるためには、資

源評価を提供する科学的プロセスを改善することが重要だと述べた。日本が提案し

たように、２００１年のＴＡＣを決定できるようにすることが望ましいが、科学的

プロセスが危険にさらさないように、適切な時間をおくことが重要である。ニュー

ジーランドは、ミナミマグロ資源の現状と回復の見通しについて、引き続き懸念を

表明し、全漁獲量の削減が必要だとの見解を再度述べた。また、同国は、安定した

漁獲レベルが、科学上の問題を解決し、委員会の努力を非加盟国などその他の重要

な目的に集中させる時間的余裕を与える点を留意し、ＴＡＣを３年間を基本に設定

可能とすることを提案した。ニュージーランドは、委員会がＴＡＣについて合意で

きない場合、締約国の漁獲量は、最後に合意されたレベルに制約すべきだと規定し

ているＩＴＬＯＳの裁定に依拠することができると述べた。加盟国は、２００１年

のＴＡＣを設定するため、あらゆる努力を払うことで合意した。 

 

４９．ニュージーランドは、行政上の取り決めの不備のため、ニュージーランド船の漁獲

が１９９９年に合意された割当を３７トン超過したと述べ、この事態が再発する機

会を最小限に抑えるために、管理上の取り決めを修正すると述べた。この状況を是

正するため、２０００年の漁獲限度は、３７トン削減される。 

 

５０．日本は、１９９９年ＥＦＰでの追加漁獲分１４８７トンが、ＩＴＬＯＳ命令に従っ

て、２０００年の漁獲量から差し引かれることを通知した。 

 

 

議題７：その他の保存措置 

 

５１．日本は、産卵水域で産卵魚を保護する措置を検討する必要があると提案した。イン

ドネシアと台湾の延縄漁船が当該水域で操業しているため、漁獲をモニターし、漁

獲データ、生物学パラメータ等をより正確に確定できることは有益だろうと考えた。

同提案には、同水域の適切な管理につながるとの期待にたった共同科学計画を設定

することで、産卵水域、水深、期間を特定する調査が含められている。 

 

５２．オーストラリアは、その科学的文書（ＣＣＳＢＴ/０００３/１３）において、イン

ドネシア、オーストラリア、日本が、当該水域での調査を実施することを提案した

と述べた。日本は、ＩＯＴＣのポート・サンプリング計画を考慮に入れ、中・長期

の展望で対処することを提案したが、オーストラリアは同計画にインドネシアを含

める短期調査の機会供与に言及した。 

 

５３．日本は、ＣＣＳＢＴ６（１）で、オーストラリア東岸沖で操業しているオーストラ

リア船によりミナミマグロの混獲が行われ、海上投棄されているとの報告に対処す

るためにとられている措置についてオーストラリアの見解を求めたと述べた。 

 

５４．オーストラリアは、東岸でミナミマグロを漁獲していると思われる漁船は、割当量

を購入またはリースする自由があることを明確にした。オーストラリアはまた、２

０００年５月から９月まで、東岸沿いに回遊するミナミマグロの移動にそって順次、

休漁期を設ける制度を導入する所存であると述べた。ただ５００キロ以上の割当量

をもつ漁業者のみこの時期に閉鎖水域で操業できる。この義務付けは、ミナミマグ
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ロが沿岸域を離れはじめるにつれ、緩和される。東岸沿いの船舶の位置と動きは、

各船へのＡＦＭＡ承認船舶監視装置（ＶＭＳ）搭載の義務付けを通じ、モニターさ

れる。ミナミマグロに関してオーストラリアの現行管理取り決めの下で、割当量を

もたずミナミマグロを漁獲する商業漁業者は重罰に処することとされている。 

 

５５．オーストラリアは、自国のまき網漁業者に１度区画単位の詳細なデータを委員会に

提出することに同意するかとの質問を行ったと述べた。ＡＦＭＡによる本件に関す

る業界代表とのやりとりが、委員会の情報として提出された（ＣＣＳＢＴ/０００３

/２４とＣＣＳＢＴ/０００３/２５）。オーストラリアはさらに、すでに業界からあ

る程度の支持が得られ、同提案に対する業界全体の支持が得られることを希望して

いると述べた。 

 

５６．オーストラリアの小型魚漁獲について、日本はそれが委員会の最適利用の目的と合

致していないと考えているため、本件に関して先に示した懸念を再度表明した。オ

ーストラリアとニュージーランドは、他のマグロ関係委員会が用いている小型魚漁

獲を削減するための措置を再検討し、小型魚の漁獲の影響を調査するよう科学委員

会に指示することへの合意を求めた。 

 

５７．オーストラリアは、管理下に置かれているミナミマグロ漁業の状況は、他のマグロ

委員会が直面している状況とはかなり異なっていると述べた。オーストラリアは、

自国漁獲魚の平均年齢が２才から３-４才へと改善したと述べた。これは主に、もと

もと日本のマグロ業界からの技術支援で開発されたミナミマグロ蓄養の進展の結果

である。オーストラリアは、また、最近の調査では、現在オーストラリアが漁獲し

ているサイズの魚の１トン分の産卵資源への短・中期の影響は、延縄を用いて漁獲

されるサイズの魚の１トン分を下回っている可能性が示されていると指摘した。 

 

５８．日本は、オーストラリアが小型魚漁獲の制限を図る措置を講じていることは承知し

ていると述べた。しかしながら、また日本は、オーストラリアの漁獲実績が増加し

ていることも承知している。また、国際社会においては、まき網漁業者による小型

魚の漁獲が大きな懸念となっており、ＩＯＴＣは当該漁業操業を規制する準備作業

をしていると述べた。日本は、委員会がさらに問題を調査し、他の機関の前例に従

った措置を取るべきだと強く求めた。 

 

５９．オーストラリアは、最善の目標とする科学理論がいくつかあり、これが、今後２，

３年に、検討・討議する１つのテーマであると述べた。１９９７年のミナミマグロ

漁獲の年齢分布で示されたオーストラリアの見解では、オーストラリアの海面漁業

で漁獲された 1 トンのミナミマグロは、日本の延縄漁業で漁獲した 1 トンに比べ、

親魚バイオマスにおいてわずかな比率の差しか生じていない。日本の延縄漁業では、

より年齢が高い産卵個体が漁獲されている、したがって、オーストラリアの見解で

は、日本の漁獲は親魚バイオマス量に直接的かつ中期の影響を及ぼしている。オー

ストラリアの見解では、短・中期では、延縄漁業は、表層漁業よりも、推定加入量

により大きな影響を与える。 

 

６０．日本は、マグロ蓄養の更なる拡大を禁ずる南オーストラリア環境・資源・開発裁判

所の最近の判決について懸念を提起した。特に、日本は同判決の根拠について質し

た。日本は特に、その根拠が、海洋環境の保護、蓄養場周辺の景観、あるいは他の

理由であるかと質した。日本はまた無許可のマグロ蓄養業者の報告について質問し

た。 
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６１．オーストラリアは、南オーストラリア環境・資源・開発裁判所による決定は法律上

の技術的手続きに基づくものであると述べた。マグロ蓄養に反対する提訴との関連

で、裁判所は、「生態系上、持続可能な開発を達成するための許可条件によって実施

された適応的管理方式は、．．．（マグロ蓄養の）開発が生態系的に持続可能な方法で

進めることができる一つの手段である。」との判断を下した。さらに、裁判所は、「１

９８２年漁業法の下での許可は裁判所が求める「適応的管理方式」を提供する可能

性がある。」と判断した。しかしながら、現在の慣行は年間許可であるが、裁判所は、

蓄養許可証は一度発給されると修正が不可能であり、また、漁業法では、大臣によ

る許可証を最長１０年とすることが可能であるとの裁決を行った。したがって、裁

判所は、「適応的管理方式」が実施されるとの確証を得なかった。確証がなかったこ

とから、裁判所は、予防的原則の下で、開発の適用の拒否が要求されると判断した。

それ以来、南オーストラリア政府はこの「適応的管理方式」を確実にするための法

律を施行した。無許可蓄養業者の問題はなかった。 

 

 

議題８：２０００年予算 

 

６２．加盟国は、事務局にＣＣＳＢＴ６（２）の決定を考慮し，暫定予算を作成するよう

に要請した。 

 

 

議題９：事務局長の任命 

 

６３．加盟国は、事務局長の最初の任期が２０００年１月２６日をもって終了し、事務局

の機能と責任の修正について合意が得られ、事務局長の給与水準の見直しが行われ

た後、新事務局長が任命されるまで、現事務局長が職務の遂行を継続することを確

認した。 

 

６４．日本は、データベースを確立し維持すべきとの合意の下、予想される事務局スタッ

フの増加、委員会加盟国の増加、及び事務局が他の国際機関に参加する必要性、及

び役職レベルを見直す必要を主張した。オーストラリアは、事務局の役割を増強さ

せる必要があること、さらに、適切な場合には、現在加盟国が行っている活動のい

くつかを引き受けるべきであるということに同意した。 

 

６５．委員会は、別紙Ｏで事務局長の義務と選出基準の改定について合意した。また、事

務局長ポストは１９９６年に委員会が合意した取り決めに従って公示すべきことで

合意した。 

 

６６．加盟国はまた、事務局長次長の前氏が、事務局での役職の任期完了とともに４月に

日本に帰国し、それに代わりに、５月初旬に金子氏が就任することを確認した。加

盟国は、前氏の委員会と事務局の作業への貢献に感謝した。加盟国は、同氏が日本

での新しい職務で成功をおさめることを祈念した。 

 

 

議題１０：委員会文書の機密保守 

 

６７．本件が１９９７年から委員会で討議され、現在の形の取り決め案が１９９８年に配

布された（別紙Ｐ）ことが確認された。委員会が制限すべきだとの意思表示をしな

いかぎり、同文書を公表するか、または、特定の文書を公表する合意がないかぎり、
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すべての文書を制限するというのが選択肢であった。日本は１９９８年に配布され

た取り決め案を受理していると述べた。オーストラリアは、本件がかなりの期間に

わたり、加盟国により検討されてきたことを考えれば、加盟国が本件について合意

に達することを望むと述べた。ニュージーランドは、本件の解決が必要であること

を認めた上で、委員会の作業についての情報への正当なアクセスを制限することな

く、ある政策や商業的にデリケートな情報について、必要な機密性を反映するよう

図る必要があると述べた。ニュージーランドは、委員会が配布の制限を決定しない

かぎり、文書の公表を可能にするプロセスを支持した。ニュージーランドは、機密

性に関する規約について、もう１つの文案を提出した（附属書１として添付）。 

 

 

議題１１：その他の案件 

 

６８．加盟国は、事務局長がＩＡＴＴＣの５０周年総会及びその後の委員会会合に招待さ

れていることに言及し、その出席がＣＣＳＢＴでの要件とかち合わず、また、提案

されたステートメントが承認のために、事前に加盟国に配布されるとの条件で、事

務局長の出席を了承した。ニュージーランドは、事務局が、その場限りの対応でな

く、事前に年間計画に関して委員会が決定を行うことを可能にするために、次年に

出席を提案されている会合や支援情報のリストを作成することが有益であろうと述

べた。 

 

６９．日本は、自国船に対する寄港禁止措置の撤廃の意向について、オーストラリアとニ

ュージーランドの見解を質した。ＩＴＬＯＳの命令９０（１）（ａ）に照らして、禁

止措置を撤廃することが適切だというのが日本の見解である。日本の特別の関心は、

水の供給や漁船上の乗組員の病気治療など、通常ベースでの寄港が許可されること

である。 

 

７０．オーストラリアとニュージーランドも日本の要請を確認した。両国は、本件は二国

間ベースで討議できると述べ、真の緊急事態において、寄港は常に可能であると説

明した。寄港を認めることは国際法の下での義務である。日本船は関連当局と連絡

を取る必要があるだけである。日本は自国の要請は緊急時の寄港に限定されるもの

でないと述べた。日本の発言に応えて、オーストラリアは近く日本と連絡をとると

述べた。 

 

７１．オーストラリアとニュージーランドはまたＩＴＬＯＳの命令が寄港禁止措置の解除

を義務付けていない点に言及した。ニュージーランドは日本が禁止措置の解除を考

える前に、ＩＴＬＯＳの命令を遵守し、また、今後も遵守し続けることを確認する

必要があると述べた。 

 

７２．韓国は、日本が会期中に配布したＦＯＣ船リストに誤って記載された７隻の韓国船

を削除しリストを修正することを要請した。韓国は、昨年全船を自国籍下におき、

配布リスト上にこれらの船が引き続き記載されていることは誤りであり、当該企業

に経済的損害を及ぼすと述べた。日本は同リストは実際はＩＣＣＡＴリストである

こと、また、韓国がすでにリストの修正を求める書簡をＩＣＣＡＴに送っている点

を確認した。日本は、さらにＩＣＣＡＴの会合で検討される多くの情報を要請した。

本件は、締約国の納得の上、当該船舶はリストから削除されると述べた。 
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議題１２：報告の採択 

 

７３．会合の報告は会期外の交信を通して採択された。 

 

 

議題１３：閉会 

 

７４．委員会は会合を散会することで合意した。 

 

 

 

 

 

ピーター・ユイル 

議長 

 


